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イミグレーション・アップデート 

 
移民法アップデート -  制限付スポンサーシップ証明 の変更 

 

２０１１年１０月１日よりスポンサーシップ・マネージメント・システム（SMS）にいくつかの変更があることを留意

する必要があります。この変更は、制限付スポンサーシップ証明（COS）を申請予定の企業様、または制限付

COSを既にお持ちで、近い将来Tire2（General）を使って海外より雇用を計画されている企業様全てに影響す

る変更となります。 

  
現在、制限付COSをお持ちの企業様はオンラインにて申請を行い事になっています。これが２０１１年１０月１

日より、制限付COS の申請はSMSを使って行う事になります。この変更によって今後企業様はSMSを使っ

て、申請の変更、進行状況の把握または申請の取りやめをすることが可能となります。 

 

しかしながら、既にSMSで制限付COSの割り当てをお持ちの企業様はこれを２０１１年９月３０日までに使って申請を起こさない場合、

２０１１年１０月１日を持ってそれらの割り当ては無効となり、SMS上の割り当てがゼロとなります。現在から２０１１年１０月１日までの

オンラインでの制限付COS申請は特別な場合のみとなり、たとえ割り当てが与えられたとしても、２０１１年９月３０日前までに使用しな

場合には割り当てが無効となります。 

 

一度割り当てられたCOSはその証明書に記載されている人材のみ有効であり、割り当て後ビザ申請を３ヶ月以内に行わなくてはなり

ません。よって企業様が今年１２月２９日以前に移民労働者を雇用される予定で、そのどの人材の採用が確定していており、なおかつ

制限付COSをお持ちの場合、それらが無効になる前の今月中にビザ申請をされる事をお勧め致します。 

 

２０１１年１０月の割り当てもこの新しい取り決めによって変更となり、申請は２０１１年１０月１日から１０月９日までの間SMSを通して

のみ受け付となります。１０月の割り当てはUKBA（英国国境庁）のパネルにより１０月１１日に決定されます。 

 

年内にTire２（General）移民労働者の雇用をお考えの企業様は、１０月１日以降の変更がどの様に影響するか緊急に検討する必要

があるでしょう。 
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